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本市では、平成 年の第一次所沢市障害者計画の策定 、障害者の を
り、自立した生活の実現と社会 加の促進を 合的に推進するため、様々な施策を
実施してきました。これらの施策には、すべての市 が実施することが け
られているものに加え、 いす の の自 分に する や ルー
ー を する事業者に する 、 者の 成から まで一 して

う体制の な 、地域の実 を まえ、本市が 自に実施してきたものも含まれ
ています。

これは、本市に、障害者リハ リテー の中 機関である 立障害者リハ
リテー ーがあり、市民の障害者 の理解が、 市 に んじている
という地理的 に基づくものと言っても 言ではありません。

また、 近では、 の重度 障害者に する 障害者ア トリーチ支援事
業の実施や本市における地域福祉と子育て支援・発 支援のための 点施 である
所沢市こ もと福祉の の 置といった、身近な地域において支援を けられ
る体制の 実を るための 進的な施策を実施しています。

これらの施策を 的に進めていくためには、障害当事者や支援者の意見を ま
え、共に り んでいくことが になりますが、本市では、市の 機関である
所沢市施策推進協議会や市 の支援者 で 成される所沢市自立支援協議会 の
機関 と し、市 体が一 となって施策を進めています。

  

１ の な  
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1 所沢市の主な取組
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ਚऒनुधૣකभਟை 
 

所沢市こ もと福祉の は、地域福祉の 点施 である地域福祉
ー び子育て支援・発 支援のための 点施 であるこ も支援 ーから
成される 合施 です。 には所沢市社会福祉協議会が しています。

 

 شୠૣක७থॱٴ

地域福祉 ーは、地域福祉の 点として、福祉の相談 の 置、地域福
祉計画の策定、民生委員・ 委員に する支援、 本 社 援 な
に関する事 、施 の を っています。中でも福祉の相談 では、当市
の障害者相談支援体制の中 として、障害者の生活 び 相談、 通 ・

の や、 い の 成 の開 を う か、生活 者 の相談支
援、成年後見に関する相談 、福祉に関する様々な相談に し、一 的な や
コー ートを っています。

 

 পَُشਚऒनु੍ର७থॱٴ

地域の子育てを支援する 点として開 した所沢市こ も支援 ーでは、
子育て支援 リアと発 支援 リアが し、子育て の支援を います。

子育て支援 リア「ル ス」では、 施 「ひろば」の やところっこ
子育て ート事業 育 の に関する相談 を っています。

発 支援 リア「マー レ ト」では、発 障害に関する相談や支援を、心理
、言 、 業 、 のス フが に っていま

す。

 
 
 

  

所 所沢市
地域福祉 ー

 

施 ひろば

 

子育てコ ルジ

 

発 支援 リア
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1．検討経過

2 計画の策定経過
 

 
 

 
 

 

 ਫ਼ୈ৽ૌ؝ڭ 
 

 

 の     

 
 社会福祉 人に する アリ   

 障害者団体意⾒  
障害者相談員意⾒  

 

 第  
所沢市障害者支援計画策定 委員会 

・策定方  
・策定ス ジ ール 認 

 第  
所沢市障害者施策推進協議会 ・計画 子案  

 第  
所沢市障害者支援計画策定 委員会 ・計画 案  

 第  
所沢市障害者施策推進協議会 ・計画 案  

 第  
所沢市自立支援協議会定例会 ・計画 案  

 第  
所沢市障害者支援計画策定 委員会 ・計画 案  

 第  
所沢市障害者施策推進協議会 ・計画 案  

 
 リ コ トの   

 第  
所沢市障害者施策推進協議会 

・ リ コ トの  
・計画案  

 

  

 計画の  
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2．所沢市障害者施策推進協議会

 

 
 

 

 ਚ૩ੁਤੈ৮ভ؝ڮ 
 

 

      

  本社会事業大 大    

 立障害者リハ リテー ー  幸 

  

所沢市障がい者団体協議会 一   

所沢市障がい者団体協議会  子 

所沢市障がい者団体協議会  重  

所沢市障がい者団体協議会   

所沢市障がい者団体協議会 

 子 
平成 年 月まで  

 子 
平成 年 月から  

所沢 発 障害 者を支援する会 よつばくら  中  子 

社会福祉 人 所沢市社会福祉協議会 部  

社会福祉 人 皆成会  子 

社会福祉 人 の実会  代子 

社会福祉 人 所沢しいのき会  大 

所沢市 会   

大 人間  中  

立所沢 支援    

所沢 共 業安定所 沢 一 

所沢市自立支援協議会  代子 

一    

一  本  

一  添 子 
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3．所沢市⾃⽴支援協議会

 
 

 

 
 

 

 ਚঽয়੍ରੈ৮ভ؝گ 
 

 

     

  社会福祉 人 所沢市社会福祉協議会 
所沢市立かしの   代子 

 立所沢 支援    

  

社会福祉 人 所沢市社会福祉協議会 
ところざわ 支援 ー   

所沢市⺠生委員・ 委員 合会  子 

所沢 相談所  子 

所沢 共 業安定所  生 

教育委員会 教育 指    

高齢者支援    

づくり支援  後  か り 

障害 者を る所沢 会   

社会福祉 人 の実会 ところざわ  部  
生協 さいたま生活協 合 

人 施  さんとめ  子 

立障害者リハ リテー ー 
支援  相談  加   

社会福祉 人 うき福祉会  一 
会社  

ー ス所沢   

定 活 人 えがおのたね 
発 支援・ 後 ー ス きなこ  子 

定 活 人  
相談支援 ー しのひ   

定 活 人 ー ーいず  
相談支援事業所 いず  大   

ステー  アリスの   理子 

所沢市 をつな の会  子 
次 ージに く  

 



 

 
 

 

 

 

     

  

社会福祉 人 所沢市社会福祉協議会 
所沢市基 相談支援 ー 後  子 

社会福祉 人 の実会 
生活支援ルー  さ っと   

社会福祉 人 安心会 
障害者生活支援 ー 所沢しあわせの  

大  ア 子 
平成 年 月まで  

 子 
平成 年 月から  

社会福祉 人 皆成会 
地域生活支援 ー り   

社会福祉 人 所沢しいのき会 
地域生活支援 ー 所沢 ん り 

  
平成 年 月まで  

  
平成 年 月から  

 

ਸ਼؝ڰ ઃਚ૩੍ରੑੁਫ਼ୈ৩ভ 
 

 
      

 福祉部次    

  

福祉  々   
障害福祉   人 
高齢者支援 当 事  幸  

 上  
地域福祉 ー    
こ も 策   実 
こ も福祉  市   

  子 
理   子 

づくり支援  上 進 
教育部次 教育  間 一 
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4．第4次所沢市障害者支援計画策定検討委員会



 
 

 

 
 

 

  

 

 ະ຺؝ڭ
 

障害者 解 の基本理念を し、障害のある人に する 解や ⾒な 社会  
加を げる様々な障 を り き、障害の に関わらず、共に支え合い、笑顔でいき 
いきと地域で自立して生活できる「共生社会」の実現を目指します。 

「所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例 「条例」という。」
の制定にあたり、障害当事者や市⺠・事業者 で 成する「 所沢市障害者

解 条例 会」を し、条例 案の策定・ を い、本市の障害福祉 に係
る 機関「所沢市障害者施策推進協議会」において、 会 から した意⾒を

し、条例案を策定しました。 
これらの ・協議により策定した条例案について、 リ コ ト を実施

するな 、意⾒をいただくための きを いました。 

 

 ৽ૌ؝ڮ
 

 の     
 

 第 所沢市障害者施策推進協議会 ・ス ジ ールと制定体制の 認 

 第 所沢市障害者 解  
条例 会 

・ス ジ ールと制定体制の 認 
・障害を理 とする 事例の共  

 
 

第 所沢市障害者 解  
条例 会 ・条例に めるものについて  

 第 所沢市障害者施策推進協議会 ・条例に めるものについて  

 第３ 所沢市障害者 解  
条例 会 ・条例 案  

 第３ 所沢市障害者施策推進協議会 ・条例 案  

 第４ 所沢市障害者 解  
条例 会 

・条例 案  
・  

 第 所沢市障害者施策推進協議会 ・条例 案  
・  

 第 所沢市障害者 解  
条例 会 

・条例 案  
・条例  

 第 所沢市障害者施策推進協議会 ・条例 案  
・条例  

 第３ 所沢市障害者施策推進協議会 ・条例 案  
・条例  

 
 リ コ トの   

 第４ 所沢市障害者施策推進協議会 ・ リ コ トの結  
・条例案  

  

 の な  
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2．制定経過

1．制定趣旨

3 所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例
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3．（仮称）所沢市障害者差別解消条例検討会

 

 
 

 

 ਚ૩୷શੰਫ਼ୈভكෘูق؝گ 
 

 

     

  大 人間  中  

  

所沢市 障害者協会  子 

障害 者を る所沢 会   

自立生活 ー所沢  さおり 

所沢市 障害者福祉協会   

所沢市 をつな の会 本  幸  

所沢・発 障害 者を支援する会 よつばくら   子 

所沢 会 大  子 

所沢市⺠生委員・ 委員 合会   

トコトコマ 実 委員 マル 会社    
社団 人 地 業協会 

所沢支部   

会社 本  

ー協会 所沢支部 所沢 通 会社  加   

バス 会社   

所沢 街 合会   
社団 人 所沢 年会議所 

人 アルフ 合 事 所 ート ー  加   

所沢市立 指    

所沢市 通 ・ 事 所 本 子 

点 ルー  ずき  育子 

一    

一    
 
  



 
 

 

 
 

 

 ધ؝ڰ 
 

所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例 平成 年 月 現  
 
目次 
  
 第  第 条 第３条  
 第  社会的障 の 第４条 第 条  
 第３  障害のある人の自立 び社会 加のための支援 第 条 第 条  
 第４  障害を理 とする は な に関する相談 第 ３条 第

０条  
 第  第 条  
  

 
本 の基本的人 の 定を し、誰もがその人 人として 重されると

ともに、自分の や目的の実現を自 に目指すことのできる社会を実現すること
は、わたしたちの共通した願いです。 

しかし、障害のある人にとって しにくい や 、 通 、障害のある
人に する 解や ⾒、あるいは の意 通に する 関心といった様々な
社会的障 により、障害のある人の自立や社会 加が 分に たされず、障害のあ
る人の が 害されている が今なお しています。 

このため、市⺠、事業者 び市は、障害の にかかわらず、誰もが自らの意
によって、 てる力を 分に発揮し、活 できる社会を るために、 いに を
り合い、 寄り、 け合いながら社会的障 を り いていかなければなりませ
ん。 

わたしたちのまち所沢は、 の の れと して、所沢市障害者支援
計画、所沢市 通バリアフリー基本 び所沢市 バー ル 推進基本
方 を策定し、障害のある人の自立と社会 加を促すための施策を計画的に実施し
てきました。 

また、障害者リハ リテー の中 機関である 立障害者リハ リテー
ーがあり、障害のある人と様々な 面で する機会が くあるという

96

4．条文
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から、障害のある人 の理解が く、 で めてとなる障害者 支援

ーの 置、 者の 成から までの一 した事業の実施、市の 実施

としては となる の重度 障害者に する 障害者ア トリーチ支援

事業の実施といった 進的な も ってきました。

わたしたちは、今後そのような を発展させ、障害の にかかわらず、誰も

が生まれながらに っている の 体として、共に支え合い、認め合い、人と人

との絆 きずな を じながら、笑顔でいきいきと地域で自立して生活できる「共生

社会」の実現を目指し、この条例を制定します。

第

目的
第 条 この条例は、障害を理 とする の解 の推進に関する 平成

年 第 の を まえ、障害のある人もない人も共に け合い、あら
る社会的障 を り くことで、障害の は意 通の 、 び様
にかかわらず、 ての人が 人として 重され、社会に 加し、共に支え合っ

て暮らしていける共生社会の実現に することを目的とする。

定
第 条 この条例において、次の各 に掲げる の意 は、当 各 に定めると

ころによる。
障害のある人 身体障害、 的障害、 障害 発 障害 び高次 機 障

害を含 。、 方 が 立していない その の の をい
う。 に する障害その の心身の機 の障害 「障害」という。 があ
る者であって、障害 び社会的障 により、 的に 生活 は社会生活に
相当な制 を ける にあるものをいう。
社会的障 障害のある人にとって 生活 は社会生活を 上で障 と

なるような社会における事 、制度、 、 念その 一切のものをいう。
意 通 言 その の の 言 を含 。、 の 、点
、 を使う方 、 大 、 しやすいマルチ ア びに 、
、平 な言葉、 その の 的 び代 的な方 しやすい 通
機 を含 。 をいう。
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合理的 障害のある人が社会的障 の を としていると認 でき
る 合において、その実施に う が 重でない で う社会的障 の
をいう。
自立 第 者の支えを とするか かにかかわらず、自らの人生を自らの

意 で できる をいう。
市民 障害の にかかわらず、市 に し、 は通 し、 しくは通

する者をいう。
事業者 市 において事業活 を う者をいう。
支援者 障害のある人の 者、 者その 障害のある人を支援するもの

をいう。

基本理念
第３条 この条例の目的を 成するため、次に掲げる事 を基本理念として定め

る。
障害のある人が の 体であるという認 の 、その を 重するこ

と。
障害に する理解を めること。
障害のある人が、地域において自立して生活できること。

その の の 言 が言 であること。
障害のある人の 、年齢 び障害の に じた 切な を うこと。
社会的障 の に当たり、 な り、障害のある人の意見を り れる

こと。

第 社会的障 の

な いの
第４条 何人も、障害のある人に して、障害を理 とする な いを 当

な理 なく ってはならない。

市の
第 条 市は、次に掲げる施策を推進しなければならない。

障害のある人が自立した生活を送るために な支援
障害の理解を促進するための び 発
障害のある人 は障害のある人とない人が するための機会の提
市の 員 び所沢市立 ・中 の 教 員に する障害の理解を促

進するための の実施
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その な
市は、障害のある人に合理的 をしなければならない。

３ 市は、市民 び事業者がこの条例に 定する を うことができるよう、
な支援を うものとする。

市民 び事業者の
第 条 市民 び事業者は、共生社会の実現に な施策に し、市と協力して

り よう努めるものとする。
市民 び事業者は、障害のある人に合理的 をするように努めるものとす

る。
３ 市民 び事業者は、自ら障害に する理解を めるよう努めるものとする。

障害のある人 の
第 条 障害のある人 び支援者は、社会的障 の の 切な実施のため、障害

を理 とする は な の について、 しようとするものと共
するよう努めるものとする。

第３ 障害のある人の自立 び社会 加のための支援

意 通
第 条 何人も、意 の 通を ることが なことにより障害のある人が

を ることがないよう 意するものとする。
市は、障害のある人が自ら する意 通の 、 び様 を自 に
できるよう、その 発 び の 大を支援するとともに、意 通に係

る相談 の び支援を うものとする。
３ 市 び事業者は、障害のある人に を提 し、 は障害のある人から を

け る 合は、合理的 をするものとする。

教育
第 条 市は、障害のある人が 切な教育を けられるよう、次に掲げる施策を

じなければならない。
合理的 をするための 切な教育環境の
障害のある人 びその 者に する合理的
障害のある人とない人との の機会の その な

市民 び事業者は、 各 の施策に協力するよう努めるものとする。

支援
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第 ０条 市は、障害のある人の を促進するため、関係機関と し、次に掲
げる施策を じなければならない。

に関する相談その の支援の実施
事業者に する、障害のある人が きやすい環境の の に関する

び 発
事業者は、障害のある人の を促進するため、障害のある人が きやすい環

境の に努めるものとする。

生活環境の
第 条 市は、 定 の者の に される その の施 を市が 計

し、 び する 合は、障害の を理解し、障害の に じた な
をするものとする。
市は、 定 の者の に される その の施 の 理に当たって

は、障害の を理解し、障害の に じた な をするよう努めるもの
とする。

３ 定 の者の に される その の施 は 共 通機関を 理す
る事業者は、障害のある人がこれらの施 を する 合は、合理的 をす
るよう努めるものとする。

所の
第 条 市は、障害のある人が な り自分の した地域で生活できるよ

う、障害のある人が する 所を し、 を するために な を
うよう努めるものとする。

第４ 障害を理 とする は な に関する相談

相談
第 ３条 何人も、第 び の 定に関 する事 について、相談機関 市

び市が委 する相談業 を実施する事業所をいう。 じ。 に相談すること
ができる。
相談機関は、 の 定により相談を けた 合は、 に じて次に掲げる

を うものとする。
に 定する相談の関係者間の

あっせんの申立ての支援
その な 言 び関係機関 の 次

あっせんの申立て
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第 ４条 障害のある人 市民に る。 この条において じ。 はその支援者
は、 条第 第 の が われた後も、なお が解 されない 合は、
市 に し、市 は事業者を相 方として、その解 のために なあっせんの
申立てをすることができる。ただし、障害のある人本人の意 に することが
らかであると認められるときは、その支援者は、申立てをすることができない。

の申立ては、次の各 のいずれかに 当する 合は、することができな
い。

平成 年 第 その の に基づく 申立
ての をすることができる の 分であるとき。
障害者の の促進 に関する ３ 年 第 ３ 第 ４条

の に 定する であるとき。
申立ての となる事実のあった する にあっては、その 後の

の した から３年を しているものであるとき その間に申立て
をしなかったことにつき 当な理 があるときを く。。
現に の の となっているものであるとき。
その あっせんの がないと認めるとき。

３ 市 は、 第 は第 に 当することにより障害のある人 はその支
援者が申立てをすることができない 合は、 切な機関を するものとする。

あっせんの実施
第 条 市 は、あっせんの があると認める 合は、第 条に定める所沢

市社会的障 の に関するあっせん 委員会 この条、第 条第
び第 条第 において「委員会」という。 に し、あっせん案の 成を

めるものとする。
委員会は、 のあっせん案を 成するに当たり、 な り当事者 方の意

見を しなければならない。この 合において、委員会は、 があると認め
る 合は、当事者その の 議に な者に し、 を めて しくは意
見を き、 は の提 を めることができる。

３ 市 は、委員会が 成したあっせん案を基に、あっせんを うものとする。

び
第 条 市 は、 条第３ の 定によりあっせんを った 合において、あっ

せんを けた者が 当な理 なくそのあっせんに わないときは、当 あっせん
に うよう することができる。
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市 は、 の 定による を けた者が 当な理 なくその に わな
いときは、その を することができる。

意見 の機会の
第 条 市 は、 条第 の 定による をしようとするときは、あらかじ

め当 を けた者にその を通 し、意見を べる機会を えるものとす
る。

所沢市社会的障 の に関するあっせん 委員会の 置
第 条 この条例の 定に関するあっせん案の 成その あっせんに関する事

の を目的として、所沢市社会的障 の に関するあっせん 委員会を置
く。

に定める事 の か、委員会は、障害を理 とする の解 の推進に関
する 第 条に 定する事 を う協議会と な を うものとす
る。

第 条 委員会は、委員 人 で する。
委員は、次に掲げる者のうちから市 が委 する。

障害のある人 び支援者
福祉、 その の障害のある人の の について れた 見を する

者
その 市 が と認める者

期
第 ０条 委員の 期は、 年とする。ただし、 の委員の 期は、 者の

期間とする。
委員は、 されることができる。

第

委
第 条 この条例に定めるものの か、この条例の施 に関し な事 は、

で定める。

施 期
この条例は、平成３０年 月 から施 する。

所沢市 の 員の び に関する条例の一部

102



 

103 
 

 

所沢市 の 員の び に関する条例 ４３年条例第
４ の一部を次のように する。

第 障害者施策推進協議会委員の の次に次のように加える。
社会的障 の に関するあっせ
ん 委員会委員
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1．手帳所持者等の状況（18歳未満）

4 障害児に関する数値一覧
 

 
 

 

 １．手帳所持者等の状況（18歳未満）
 
■ 体障害児数 等 ※ 8 ー 関係 

 
 
■ 的障害児数 等 ※ 10 ー 関係 

 
■ 障害児数 等 ※ 12 ー 関係 

の 支援 児 生 数 ※ 15 ー 関係 

 
所沢市 の ・ の 支援 児 生 数 

 

位 人

学 計
中学 計

位 人
2 5 1 2 5 1 2 5 1

別支援学 計
※所 別支援 所 おお ら 別支援 日高 別支援 、 別支援 かくさ高等 別支援 の 生、 生、
高 生の合計（所 民のみ）

位 人
等

障害者計

位 人
等

的障害者計

位 人
等 2 3 2 3 2 3

体障害者計

４ 障害児に関する数値一覧
 

1
2
3
4
5

2 3 2 3 2 3

2 3 2 3 2 3
1
2
3

2 5 1 2 5 1 2 5 1

 

 

 ．障害福祉サービス等（18歳未満）
 
■ サービス ※ 62 ー 関係 

 

 
 

見込量  

■ サービス ※ 63 ー 、64 ー 関係 

 

 
 

見込量  

 
支援 ※ 66 ー 関係 

 

 
 

見込量  

 

（月 ）

2 2

計画 支援 人 人

（月 ）

2 2
人日分 人日分

人 人
所

福祉 ・

（月 ）

2 2

人 人
援
援

（月 ）

3 31 32

人 人 人
援
援

（月 ）

3 31 32
人日分 人日分 人日分

人 人 人
人日分 人日分 人日分

人 人 人

所 福祉

所

（月 ）

3 31 32

計画 支援 人 人 人
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2．障害福祉サービス等（18歳未満）

 
 

 

 

 １．手帳所持者等の状況（18歳未満）
 
■ 体障害児数 等 ※ 8 ー 関係 

 
 
■ 的障害児数 等 ※ 10 ー 関係 

 
■ 障害児数 等 ※ 12 ー 関係 

の 支援 児 生 数 ※ 15 ー 関係 

 
所沢市 の ・ の 支援 児 生 数 

 

位 人

学 計
中学 計

位 人
2 5 1 2 5 1 2 5 1

別支援学 計
※所 別支援 所 おお ら 別支援 日高 別支援 、 別支援 かくさ高等 別支援 の 生、 生、
高 生の合計（所 民のみ）

位 人
等

障害者計

位 人
等

的障害者計

位 人
等 2 3 2 3 2 3

体障害者計

４ 障害児に関する数値一覧
 

1
2
3
4
5

2 3 2 3 2 3

2 3 2 3 2 3
1
2
3

2 5 1 2 5 1 2 5 1

 

 

 ．障害福祉サービス等（18歳未満）
 
■ サービス ※ 62 ー 関係 

 

 
 

見込量  

■ サービス ※ 63 ー 、64 ー 関係 

 

 
 

見込量  

 
支援 ※ 66 ー 関係 

 

 
 

見込量  

 

（月 ）

2 2

計画 支援 人 人

（月 ）

2 2
人日分 人日分

人 人
所

福祉 ・

（月 ）

2 2

人 人
援
援

（月 ）

3 31 32

人 人 人
援
援

（月 ）

3 31 32
人日分 人日分 人日分

人 人 人
人日分 人日分 人日分

人 人 人

所 福祉

所

（月 ）

3 31 32

計画 支援 人 人 人
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3．地域⽣活支援事業

 
 

 

 

 ．地域⽣活支援事業
 
 

※ 68 ー 関係 

 
見込量 ※ 69 ー 関係 

 

 

2 2
・ 支援 年 年
生 支援 年 年

等支援 年 年
・ 通支援 年 年

理支援 月 月
生 ） 年 年

人 人
月 月

人 月 人 月
支援事 数
一 支援事 者数

生

等事

支援事 者数

事

3 31 32
・ 支援 年 年 年
生 支援 年 年 年

等支援 年 年 年
・ 通支援 年 年 年

理支援 月 月 月
生 年 年 年

人 人 人
月 月 月

人 月 人 月 人 月一 支援事 者数

事

支援事 者数
支援事 数

生

等事

その他、障害児福祉計画に係る事

・障害児支援の提供体制の整備等（ 61 ー 参 ）

・障害児通所支援等（ 67 ー 参 ）

・障害児の も・ 育て支援等（ 70 ー 参 ）



1．障害者を対象としたアンケート

5 アンケート調査票 
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 ．地域⽣活支援事業
 
 

※ 68 ー 関係 

 
見込量 ※ 69 ー 関係 

 

 

2 2
・ 支援 年 年
生 支援 年 年

等支援 年 年
・ 通支援 年 年

理支援 月 月
生 ） 年 年

人 人
月 月

人 月 人 月
支援事 数
一 支援事 者数

生

等事

支援事 者数

事

3 31 32
・ 支援 年 年 年
生 支援 年 年 年

等支援 年 年 年
・ 通支援 年 年 年

理支援 月 月 月
生 年 年 年

人 人 人
月 月 月

人 月 人 月 人 月一 支援事 者数

事

支援事 者数
支援事 数

生

等事

その他、障害児福祉計画に係る事

・障害児支援の提供体制の整備等（ 61 ー 参 ）

・障害児通所支援等（ 67 ー 参 ）

・障害児の も・ 育て支援等（ 70 ー 参 ）
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2．中学⽣を対象としたアンケート
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3．市⺠を対象としたアンケート
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4．事業所を対象としたアンケート
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